
■ 介護保険審査決定増減表 
 

 
 

A 返戻：当月請求から（－） 
・当月審査で『返戻』となった請求明細書の件数。単位数等。（請求明細書・給付管理票返

戻(保留）一覧表より） 
 
B 査定増減：当月請求から（±） 
・当月審査で減単位となった請求明細書の件数、単位数等。（介護保険審査増減単位数通知

書より） 
 
C 保留分：当月請求から（－） 
・当月審査で『保留』となった請求明細書の件数、金額等。（請求明細書・給付管理票返戻(保

留）一覧表より） 
 
D 保留復活分：当月請求に（＋） 
・前月審査で『保留』となった請求明細書が当月審査で給付管理票の提出があり審査決定し

た請求明細書の件数、単位数等。 
 
E 請求差: A＋B＋C＋D の合計金額（上段）及び特定入所者介護サービス費等（下段）の

調整額（ただし、事業所から提出の『介護給付費請求書』に誤りがあれば、その額

を加算または減算して表示。） 

事業所番号
２６○○○○○○○○

１頁
事業所名

金額 単位数 単位数 金額 単位数
提供年月 特定入所者介護費等 特定入所者介護費等 特定入所者介護費等 特定入所者介護費等 特定入所者介護費等

1 28,910 0 0 0 0 0 0
1 65,720 0 0 0 0 0 0
0 0 1 -3,930 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 3,412 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 7,260 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 720 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 -804 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 2,424 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

-4 -420,637 4 39,314 2 -4,734 1 3,412 1 1,974
-1 -65,720 1 65,720 0 0 0 0 0 0

※２　保留復活分については、前月まで保留されていたものが、復活したものです。

※３　下段は特定入所者介護サービス費等です。

平成２７年５月　審査分

※１　この表は請求のあった介護給付費のうち、審査決定に際し、請求書と請求明細書の積上げとの差、返戻、査定増減、保留のあったものについて通知するものです。
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（１）主な項目 
①  請求差合計 
・『請求差』とは、事業所が提出した請求書の値（件数および金額）と国保連合会で審査

決定した値（件数および金額）との差を表示。 
 
②  返戻 
・『請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表』に記載のある返戻となった請求明細書

の合計。 
 
③  査定増減 
・『介護保険審査増減単位数通知書』に記載のある増、減単位となった請求明細書の合計。 

 
④  保留分 
・『請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表』に記載のある今回審査で保留となった

請求明細書の合計。 
 
⑤  保留復活分 
・前回審査で通知した『請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表』において保留と

なった請求明細書のうち、今回審査で給付管理票との突合審査が可能となり審査決定

した請求明細書の合計。 
 

（２）確認方法 
返戻、査定増減、保留分、保留復活分の内容確認をしていただいた後、それぞれの単位数

合計を金額に換算した総合計が『請求差合計』となります。総合計が『請求差合計』を上回

る場合は、各事業所が提出されました請求書に誤りがあると思われますので、請求書の再点

検をお願いいたします。国保連合会では個々の明細書情報を審査し支払決定しますので請求

書情報の訂正は不要です。次月からの請求書情報作成にご注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


